
京都市における障害者差別に関する相談への対応状況
【↓相談種別】1：差別的取扱い ２：合理的配慮 ３：環境整備 ４：その他 ５：複合的

No 年
受
理
月

局区等
障害
種別

相談
種別

状況 相談の趣旨 対応

1 5 4

その他
※障害保健
福祉推進室
で受付

精神 2 終結

 京都市外の地方裁判所で損害賠償請求の裁判中。相談者が京都市に転居したた
め、電話での弁論準備となったが、電話での対応がストレスで、ウェブや文書で
の対応を求めたが、電話での対応を求められる。ウェブ会議での筆談対応や文書
での対応にしてもらいたい。

地方裁判所総務課（合理的配慮の相談窓口）へ確認。
基本的に本人・弁護士以外の第三者に個別のケースについてお伝えしたり、それ
を本人に伝えてもらったりすることはなく、一般論として「裁判官が期日や方法
を決めている」「本人の申出だけで決定しているわけではない」としかお伝え出
来ないとの回答。
後日、相談者に状況を確認すると、弁論準備については、ビデオ通話で実施する
ことになった。

2 5 6 保健福祉局 聴覚 1、3 終結

 痩身クリニックの予約を家族がし、相談者は聴覚障害があることを伝えると、
予約のキャンセルがあった。差別に当たると伝えたが、聴こえない人は安全確保
ができないと言われた。その後、通訳者の同席が条件として出された。

クリニックへ報告。また、後日、法人と面談した際、差別的取扱いであること、
また、民間事業者の合理的配慮について説明を行い、障害者差別解消法について
は啓発。法人からは、早急に対応するとの回答。

3 5 7 区役所 不明 1 終結

 他都市のバスを利用した際に特定の運転手に不当な扱いを受けた。降車時に運
転手が手帳を開き、ジロジロ見た挙句、不承不承で認めるという態度を取られ
た。

障害保健福祉推進室、他府県の相談員へ情報共有。
バス運営会社からは、今後、不快な思いをされないように、丁寧な説明をした上
で確認していくよう指導していくとの回答。

4 5 9

その他
※障害保健
福祉推進室
で受付

内部、
その他

1 終結

 コンビニから、シニアカーでの入店を断られた。身体状況から、シニアカーか
ら降りて入店もできない。

 コンビニへ不当な差別的取扱いであることを説明及び障害者差別解消に係るパ
ンフレット等を送付し啓発した。コンビニも入店拒否について、差別であること
理解し、入店拒否はしないこととなった。
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区分 分　　野 障害種別 相談種別 地域 相談者 相　談　概　要 対　　　　応 相手方

1
商品販

売・サー
ビス提供

視覚
合理的配

慮
京都市 当事者

通信機器に搭載されている視覚障害者
用サポート機能を使用して、旅行情報
サイトで予約しようとしたところ、一
部のポイントの入力等の手続きで操作
できないものがあった。

サイト運営者に事実確認し、「相談内容と同様の
状況下で操作を行い相談者の困りごとを確認し
た。来年度の改正法施行に向けて視覚障害者が安
心して使えるアプリの設計変更に取り組みた
い。」との回答を受けた。その旨を相談者に伝
え、納得された。

事業者

2
建物・公
共交通

難病
合理的配

慮
京田辺

市
当事者

バス乗車時乗り合わせた客が多く座れ
なかった。相談者は杖をつき、ヘルプ
マークも携帯していたのに、バスの運
転手は車内放送で他の乗客に座席を譲
るよう協力を求めるなどしてくれず、
誰も席を譲ってくれなかった。乗客に
周知して欲しい。

利用者が多いと推定される近隣の大学へ連絡し、
啓発活動の一環としてヘルプマーク啓発冊子等を
送付し、学生・職員への啓発を依頼した。また、
バス会社に対しては相談者自身で合理的配慮を求
め、今後は車内アナウンスを行うよう努めるとの
回答を得たとのこと。

教育機関

3
商品販

売・サー
ビス提供

聴覚
合理的配

慮
京都市 支援者

聴覚障害のある相談者が携帯電話販売
店を訪れた際、筆談等の聴覚障害に配
慮した対応をしてもらえなかった。

店舗に事実確認し、店舗責任者からの謝罪と「今
後は筆談で対応させて頂く。」との回答を受け
た。その旨を相談者に伝え、納得された。また、
他の通信事業者の店舗でも同対応を希望されたた
め、全国携帯電話販売協会に啓発と情報提供、提
案を行い、対応を検討するとの回答を得た。

事業者

4
商品販

売・サー
ビス提供

肢体不自
由

不利益取
扱い・合
理的配慮

京都市 当事者

セルフサービスのカフェでこれまで提
供されていた配膳を断られ、介助者と
来店するよう言われた。合理的配慮が
義務化されるが、会社の対応方針を知
りたい。また、店員向け研修等も提案
したい。

本社に事実確認し、店舗のマニュアルには障害者
差別解消法に基づく対応をするよう記載されてお
り、店舗でも対応することになっていることを確
認し、その旨を相談者に伝え、納得された。後
日、本社担当者から、顧問弁護士からも合理的配
慮が必要であると助言を受けて、会社としての対
応を再確認し、少人数の店員で業務を行っている
ので来客が多い時には待って頂くこともあるかも
しれないが、席までコーヒー等を持って行くこと
が難しい方には店員が運ぶとの回答があった。相
談者提案の社員研修についても今後検討するとの
回答を得た。

事業者
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